
 

横  横浜市 資源集団回収通信  
日頃よりごみの減量・リサイクルの推進にご協力いただきましてありがとうございます。 

資源集団回収通信は、資源集団回収の流れについて改めてお知らせするとともに、 

回収場所の青いステッカーについてお伝えします。 

 

☆資源集団回収の流れについて 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

計量証明に基づいて、業者が回

収伝票データを作成し、資源集

団回収オンラインシステムに登

録します。 

資源集団回収は、登録団体（自治会町内会などの地域の団体）と、登録業者との契約に基づいて行われる、

資源物の回収です（横浜市による直営回収または委託回収ではありません）。 

資源物の回収量に応じて、横浜市から奨励金を交付します。 

奨励金の交付対象品目は、以下のとおりです。 

○紙類（新聞、段ボール、紙パック、雑誌・その他の紙） 

○布類 

○金属類（飲食料用のアルミ缶・スチール缶） 

○びん類 
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（裏面あり） 

 

登録団体と登録業者で取り決め

（回収日、回収品目等）に基づい

て回収を実施します。 

 

回収を終えた業者は、問屋で資

源物の計量を行い、計量証明を

発行してもらいます。 

 

            

               横浜市は、登録団体と

登録業者からの申請に

基づき、奨励金を交付し

ます。 

 

オンラインシステムに登録されたメールアドレス

に「申請用メール」が送られるので、回収実施月

の翌月 15日までに申請してください。 

（紙申請の団体は申請書が届きますので回収実

施月の翌月 20日までに郵送してください。） 

④申請（登録団体の作業はここから） ⑤奨励金交付 

 

①回収の実施 ②計量証明の発行 

 

③回収伝票の作成 

※登録団体が直接、業者（問屋）に 

持ち込んでいる場合は、 

計量証明（問屋で発行されたもの）を 

横浜市に郵送してください。 

 

☆紙申請を行っている団体のご担当者様へ☆ 

郵送作業不要のオンライン申請のご検討をお願いします。 

始め方は令和６年２月末に送付したＩＤ/パスワード通知書と 

操作マニュアルをご覧ください。 

操作方法に関する疑問やパスワード通知書等の再発行に 

ついては資源循環局業務課資源化係（045-671-3819）ま

でお気軽にご連絡ください。 

ご連絡ください。 

横浜市資源循環局 

マスコット イーオ 

横浜市資源循環局 

マスコット ミーオ 

 



☆青いステッカー、貼ってありますか？ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

＜各区収集事務所＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆資源集団回収通信について 
※配布、回覧板用に本通信が複数枚必要な場合は、お手数ですがコピーしてご利用ください。 

横浜市ホームページにもフルカラー版を掲載していますので、ダウンロードしてご利用ください。 

【QRコード】 
 

読み取りは 
こちら 

【横浜市ホームページ】 
トップページ > 暮らし・総合 > 住まい・暮らし  
> ごみ・リサイクル > ごみと資源の分け方・出し方 
> 資源集団回収 > 各種登録・申請方法  
> ダウンロードコーナー 

 

地域に引っ越して来られたばかりの方にも資源集団回収の回収日・回収場所が 

はっきり分かるよう、青いステッカーの貼付をお願いします。 

ステッカーがお手元にない場合は、各区の資源循環局収集事務所にお問い合わせ

ください。 

 
 

 

 掲示板や回覧板でも 

回収内容の周知をしてね！ 

すでに貼ってある 

ステッカーも、 

内容がちゃんと読める 

状態になっているか 

確認してね！ 

 


